
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  賃借物件に施した内装の耐用年数 

Ｑ：店舗用に賃借した建物に内装を施しま

した。この内装費用の耐用年数はどうなりま

すか？  

 

Ａ：本体の耐用年数、その造作の種類、用

途、使用材質等を勘案して、合理的に見積も

ります。 

【解説】 

法人税では、法人が建物を賃借し、自己の用

に供するための造作をした場合(現に使用して

いる用途を別の用途に変えるために造作した

場合を含む)の造作に要した金額は、その造作

が建物についてされたときは、その建物の耐用

年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘

案して、合理的に見積もった耐用年数により、

建物附属設備についてされたときは、建物附属

設備の耐用年数により償却する。ただし、その

建物について、賃借期間の定めのあるもの(賃

借期間の更新できないものに限る)で、かつ、

有益費の請求又は買取請求をすることができ

ないものについては、その賃借期間を耐用年数

として償却することができるとされています。 

したがって、建物に造作を施した場合には、

その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、

使用材質等を勘案して、合理的に見積もること

になりますが、合理的な方法については特に定

められていませんので、たとえば工事ごとに償

却費の計算をして、その計算した償却費の額で

工事総額を除して求めた年数などを償却年数

として適用することも認められます。 
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